
港長公示第１号                         
                                     

 港則法第３７条第１項の規定により、次のとおり船舶の航泊を禁止したから、

同条第２項の規定により、公示する。                    

                                     

  平成２３年１月３１日                         

                                     

 

                                    小 名 浜 港 長 

 

 

   小名浜港第３号ふ頭南側付近海面における航泊の禁止について      

                                     

 小名浜港第３号ふ頭南側付近の下記区域において、小名浜港東港地区臨港道路

航路部下部工事（その２）が行われるため、工事期間中下記により、当該工事作

業船舶及び小名浜港長の許可を受けた船舶以外の一般船舶の航泊を禁止する。  

                 記                   

１ 期  間                               

  平成２３年２月１４日から平成２３年５月３１日まで           

                                     

２ 区  域                               

  次の各地点を順次に結んだ線及びホとイを結んだ線により囲まれた海面   

 イ 小名浜港第二西防波堤東灯台から３２度５８分１７秒 ２，２７９メート 

  ルの地点                               

  （北緯３６度５６分１６．３秒、東経１４０度５３分５４．７秒）     

 ロ イ地点から２４１度２９分２４秒 ２２０メートルの地点        

  （北緯３６度５６分１２．９秒、東経１４０度５３分４６．９秒）     

 ハ ロ地点から１５１度２９分２４秒 ２００メートルの地点        

  （北緯３６度５６分０７．２秒、東経１４０度５３分５０．７秒）     

 二 ハ地点から３２度０２分０３秒 ６２メートルの地点          

  （北緯３６度５６分０８．９秒、東経１４０度５３分５２．０秒）     

 ホ 二地点から６１度２９分２４秒 １６６メートルの地点         

  （北緯３６度５６分１１．５秒、東経１４０度５３分５７．９秒）     



                                     

３ 標  識                               

 ・上記イ及びロの地点には、灯浮標（塗色：赤色、灯色：赤色、灯質：４秒１ 

  閃光、同期点滅）が設置される。                    

 ・ハ及びホの地点には、標識灯（塗色：黄色、灯色：黄色、灯質：４秒１閃光、 

  同期点滅）が設置される。                       

 ・工事区域を補完する簡易な標識灯が複数設置される。           

                                     

４ 備  考                               

 ・日の出から日没までの間、工事作業中は警戒船（国際ＶＨＦ無線装備）１隻 

  が配備される。                            

 ・休工時は、工事区域内に起重機船等の船舶が停泊する。          

                                     

 略 図                                 

                小 名 浜 港              
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